
令和６年度 錦江町教育委員会（第５回・定例会）会議録 

 

○ 開催日時 令和６年８月 21日（水） 午後２時 00分から 

 

 

○ 開催場所 錦江町総合交流センター 大会議室 

 

 

○ 出席者 

教育長            鎌田 広文 

教育委員（教育長職務代理者） 南園 髙樹 

教育委員           小梅枝 由美子 

教育委員           谷口 ゆり子 

 

教育委員           桑原 克幸 

 

 

○ 欠席委員           桑原 克幸 

 

 

○ 事務局職員 

教育課長           白井 寿子 

参事兼指導主事        松澤 亮二 

生涯学習チームリーダー    竹井 真知子 

教育総務チーム        邉志切 祐希 

 

 

教育総務チーム        川前 亮 



○議事日程 

 

 １．開会 

 

 ２．会議録署名委員の指名   小梅枝 委員 

 

 ３．委員及び教育長の報告（諸般の報告） 

 

 ４．議事    

    議案第７号 令和６年度一般会計補正予算（第４号）に関する意見申出について 

【議決】 

    議案第８号 錦江町立小学校及び中学校の通学区域の指定に関する規則の一部

を改正する規則について 

          【議決】 

    議案第９号 錦江町立小学校及び中学校の指定学校変更・区域外就学に関する

要綱の制定について 

【議決】 

    議案第 10号 令和６年度教育に関する事務の管理及び施行の状況についての 

点検及び評価報告書について 

【議決】 

 

５．報告 

    なし 

 

 ６．その他 

    ・中学校体育大会、小学校運動会について 

    ・全国学力・学習状況調査の結果について 

 

 ７ 閉会 

 

 

 

 

 



 

〇邉志切係長 

 

 

 

〇鎌田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○邉志切係長 

 

○鎌田教育長 

○小梅枝委員 

 

 

 

 

 

 

 

○邉志切係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ではよろしいでしょうか。定刻となりましたので、令和６年第 5回錦江町

教育委員会の定例会を始めたいと思います。本日、桑原委員につきまして

は欠席の連絡を受けておりますので、ご了承いただければと思います。 

では、教育長の挨拶をお願いします。 

皆さん、暑い中お疲れ様です。今日はですね、21日が小中学校の出校日で

した。ですから朝 8時ぐらいまでに子供たちが続々と久しぶりに登校する

のをご覧になった方もいらっしゃったんじゃないかなと思います 

今のところですね夏休みになってからは子供たちの事故、それからの健康

被害、そういった報告が全く来ておりませんので、皆元気で過ごしている

んだろうなと思います。あと 10日余りですからね。 

ぜひ、最後ですね宿題に追われてる子もいるかもしれませんけど、それは

それとして楽しんで健康にね、過ごしていただいて過ごしてほしいなと思

ってまいす。 

まず、本日の会議録の署名委員の指名というのがありますが、今日はどな

たになっているんですか。 

桑原委員ですが、欠席ということで繰り上げまして小梅枝委員の方にお願

いしたですが。 

ご欠席という事で小梅枝委員の方で、よろしいでしょうか。 

はい。 

よろしくお願いいたします。 

続きまして、どんどん進めていきますが、委員および教育長の報告となっ

ていますが委員の先生方、何かご報告等なかったでしょうか。 

なければ事務局の方からに移りますが、また何か思い出されたらですね、

後ででもいろいろお話いただければというふうに思います 

では事務局の方から説明の方に移りたいと思います。 

まず、事業実績について、教育総務チームからお願いします。 

はい、教育総務チームです。 

1ページの方をご覧ください。8月 1日になります秋祭り実行委員会が 10

時から二階の庁議室で行われます。学校管理職研修会が 18時から行われま

す。 

5日の日ですが、県市町村教育長合同会議が 13時 30分から鹿児島市教育総

合センターで行われます。 

６日、学校給食衛生管理等研修会が 10時から県民交流センターで行われ、

給食センターの職員 3名が参加しております。 

同日ですが、後ほど議事で上がっておりますが、教育に関する事務の管理

及び執行の状況についての点検及び評価の外部評価委員会が 1時半から行

われました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鎌田教育長 

 

○竹井リーダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鎌田教育長 

 

続きまして 13日から 16日にかけてですが、学校閉庁日となっております。 

20日の日です町の就学相談会が交流センター大会議室でおこなわれまし

た。同じく同日ですが、第 3回の小学校の体育主任等会及び小学校体育連

盟の理事会が 14時から中会議室の方で、21日ですが、医療的ケア児運営協

議会が 6時 30分から大会議室で行うことになっております。 

23日、町用務員研修会が行われます。この日は統廃合される学校の備品等

の整理を行う予定にしております。13時 30分から大原小、池田小、宿利原

小を回る事になっております。 

同日ですが、県の町村教育長会研修会が県産業会館で行われます。 

29日ですが、イングリッシュデイキャンプが 30日にかけて行われますが、

参加者は小学生が 26名、中学生が 2名参加予定となっております。 

以上です。 

はい、ありがとうございました。次に生涯学習チーム事業実績をお願いし

ます。 

生涯学習チームの 8月事業実績です。 

まず 1日木曜日、人権の花運動中間観察会 9時から 9時 40分でありました。

人権擁護委員の安田さん、今村さんに参加していただきまして、子供たち

と一緒にひまわりの水やりや除草作業を行いました。みんなで協力してひ

まわりの成長を見守ることができました 

2日金曜日、フレシュ研修社会教育研修 10時から 16時で、ここの会議室で

行いました。 

今年は 3名の職員の先生に社会教育、生涯学習の意義を理解していただき

ました。 

７日水曜日、桜舞公演が文化センターでありました。今回の来場者は 349

名でした。鹿屋から出撃した特攻隊の舞台で、お客様に大変喜ばれました。 

10日土曜日、夜のおはなし会が 18時から文化センターで行いました。小学

生を対象に保護者と約 30名の参加がありまして、パネルシアターや謎解き

ゲームなど大いに盛り上がったところです。 

家族ぐるみで御興味を持ってもらえたと思っています。 

30日金曜日、これからですが第 1回錦江町文化祭・生涯学習推進大会実行

委員会が 10時から 11時で、ここの交流センター2階会議室で行われます。 

今年は町制 20周年記念式でも同時に行われますので、各団体との調整を大

事にしたいと思っております。 

31日土曜日、トワイライト事業で稲尾岳登山が 8時 40分から 13時であり

ます。 

児童生徒 28名、保護者 5名、職員 2名で登山予定です以上です。 

はい、ありがとうございました。 

続きまして、9月の事業計画について教育総務チームからお願いします。 



○邉志切係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鎌田教育長 

○竹井ﾘｰﾀﾞｰ 

 

 

 

 

 

 

○鎌田教育長 

 

 

 

 

 

 

3ページをご覧ください 

9月の 2日になりますが、小中学校の始業式となっております。 

3日です。第 4回町校長の研修会が開かれます。同日に 9月議会は初日にな

ります。 

4日の日です。第 2回の給食担当者会が中会議室の方で行われる予定となっ

ております。 

5日ですが町理科作品審査会が 1時から大会議室であります。 

続きまして 6日の日です。町作文審査会が 14時から総合交流センターであ

ります。 

続きまして、9月の 12日です。 

決算審査委員会が、14時から委員会室の方で行われます。 

14日は土曜授業の日で、15日ですが錦江中学校と田代中学校の体育大会に

なっております 

18日水曜日です。第 2回大隅地区小中義務教育学校教頭研修会があります。 

同日ですが、通学路の安全推進会議も行われることになっております。 

19日が第 6回定例教育委員会が行われますので、委員会の皆様のご出席を

よろしくお願いいたします 

22日日曜日です。大根占小学校、田代小学校、大原小学校三校の運動会に

なっております。 

続きまして、25日水曜日ですが、県の市町村教育長会が開催されることに

なっております。 

29日日曜日ですが、神川小学校、宿利原小学校、池田小学校の運動会です 

以上です。 

はい、ありがとうございました。では生涯学習チームお願いします。 

はい、4ページです。 

まず 9月 10日火曜日、第 4回スポーツ推進委員定例会が 19時から交流セ

ンターであります。 

それから 14日土曜日、第７６回県民スポーツ大会が 16日にかけて鹿児島

市であります。16名の参加予定です。 

それから 21日土曜日、第 2回二十歳の集い実行委員会が行われる予定です。 

以上です。 

はいありがとうございました。今、実績と事業計画まで行きましたけれど

も、何かご質問等なかったですか。では、私の方の説明ですが、この別紙

資料で私の方から出してあるのがあるんですが、私が出席したやつとあと

予定のが書いてありますけど、2ページ目表紙の裏面のその下の方を見てい

ただきたいと思うんですが、二つの項目を掲げました。まず、ここなんで

すけれども県の市町村教育長会の方の意見というのがありまして 

これで今話題になってるのは、この間も申し上げましたけど、学校の教育



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課程の見直しに向けて、教育長会で話題になってましてですね。 

土曜授業がずっと十何年続いてますけど、土曜授業を今後もこのまま果た

して続けるべきなのかどうなのかということですね。 

あと入学式と始業式の南さつま市とかは入学式と始業式の日をずらしてま

すけれども同日開催でいいのか、ずらした方がいいのかそこあたりのこと

ですね、まあうちはずらしますけど、統合をする受け入れの対応しないと

いけないのでですね。 

今大体、夏休み 40日間ぐらいあったりしますけど、これはもう猛暑が続い

てますから、どうしたもんかとかいうのとあと出校日がさっき今日も出校

日でしたけど鹿児島県はほとんどは 2日間の出校日があるんですけど、1日

と 21日これを 1日にしてるところもあるんですね。 

市町村によってはそこ辺りがどうなのかそこら辺のですね、見直しを今し

ようということで、プロジェクト会議というのを代表者がですね県と今、

調整しているところです。 

あと町長室の断熱化対策事業というのを、この間新聞に載っていましたけ

ど、新聞記事ですが切り抜いたもの一番後ろのページを開いてもらって、 

町長室改修断熱事業を行ったあとを見に行ったら、非常に子供達が全部で 7

人これには 6人書いてあったんだけど昼から 1人来たので７人だったんで

すね。 

７人の子供たちが一生懸命やってましたけど、1人の子供に聞いたらものす

ごく楽しかったと夏休みを遊びたいっていうのももちろんあるんでしょう

けど、ここに来てこういう仕事をしてよかったと言ってました。 

僕は物作りが好きでこういうのがあるって、もうなかなか知る機会がとて

も楽しかったと言っていましたね 

だからこういう仕事をしたいっていい経験だったかなと思いました。それ

とこれを学校にもちょっと広げたいというのがあってですね、私もそれと

同じ賛成なんですけど、来年一学級か二学級、学校の学級をやれないかと。 

夏休みですね、2日間か 3日間必要ですからその間、子供たちに学校の教室

に来てもらって改修をプロに協力してもらうとか言って自分たちの学級を

作り変えると 6年生だったら 6年生の教室が大根占小であれば、事務所で

あれば多少上であっても自分たちが尻尾を作って、エコ的な教室にして出

て行く卒業記念にもなりますし、その教室は必ず家族にずっといつか使っ

ているわけですから、いい思い出になるだろうなと。昨日だったかな町長

室に行ったらだいぶ温度が違うみたいです。 

はい、では議事の方に移りたいと思います。議案第 7号令和 6年度一般会

計補正予算第 5号に関する意見申し出について事務局の方から説明をお願

いします。 

はい、どうぞお願いします。 



○邉志切係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鎌田教育長 

 

 

議案第 7号令和 6年度錦江町一般会計補正予算第 4号について、錦江町教

育委員会の行政組織等に関する規則第 10条第 2号の規定に基づき委員会の

議決を求めるものになります。６ページの方が、まず教育総務チームです。

補正要求額は歳入が 75万 7000円、歳出が合計 713万 6000円の増額補正と

なります。。 

内訳につきましては、まず歳入です。14款国庫支出金、2項国庫補助金、6

目教育費国庫補助金、中学校費補助金になります。学校施設環境改善交付

金ということで、補正額が 75万 7000円、補正後では 75万 7000円となり

防犯対策機器の設置業務委託に関わる国庫支出金になります。 

次に歳出になります。2款総務費、1項総務管理費、20目地方創生推進費に

なります。まずの需用費になりますが消耗品になります。予算現額が 5万

円、補正額が 3万円になりまして、補正後の額が 8万円になります。 

主な理由としましては保育園留学に関わる生活用品の購入費用になりま

す。次は委託料になります。お試し住宅の清掃業務委託ということで、補

正額が 14万 5000円で補正後の額が 14万 5000円になりまして、お試し住

宅の清掃作業の委託になります。毎週のように留学がありますので、それ

をシルバーの方に委託することになります。 

次に 10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費の報酬になります。補正

額が 122万 4090円、教育委員会の事務局員が 1人増員となる関係です。 

次が職員手当等になりまして、こちらは先ほどの学校指導事務補助員の期

末手当勤勉手当になります。補正額が 39万 3456円となります。 

続きまして 10款教育費、2項小学校費、4目学校建設費になります。 

こちらは小学校の再編統合に向けた関係するものになりますが、まず 11の

役務費手数料です。補正額が 94万 9000円増額となりまして、主な理由と

しましては、一般備品教材備品の廃棄料になります。 

次に委託料につきましては、統合の設備設置であるということで、補正額

が 200万円増額になります。 

同じ委託料になりますが、ネットワーク機器等の撤去業務委託になりまし

て、こちらの補正額が 23万 4000円の増額補正となります。 

合計金額が 318万円 3000円となっております。 

10款教育費、3項中学校費、1目学校管理費における用務員報酬になります。

補正額が 6万 5280円で補正後の額が 211万 1280円となっております。次

に職員手当ということで、こちらも期末手当勤勉手当を職員にということ

で補正額が 29万 1728円となっております。続きまして 7ページお願いい

たします。 

10款教育費、3項中学校費、3目学校建物管理費になります。 

需用費の消耗品になります。補正額が 13万 2000円で、主な理由としまし

ては錦江中学校の消火器が、使用期限になっており、10年を超えておりま



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鎌田教育長 

○竹井ﾘｰﾀﾞｰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鎌田教育長 

 

○南園委員 

 

 

○邉志切係長 

 

 

○白井課長 

してそれの購入費になります。 

10款教育費 4項幼稚園費 1目幼稚園費になります。 

幼児教育無償化事業、そして副食事業費になりますが、予算金額が 285万

2000円補正額が 36万 6400円補正後の額が 321万 8400円となっております。 

理由としましては田代の幼稚園ですね、8名から 9名へ増員になりましたの

でその増額になります。 

続きまして、10款教育費、6項保健体育費、2目学校給食費になります。 

こちらは需用費の修繕料になります。予算現額が 215万 8000円、補正額が

多分 130万 2000円となりまして、補正額が 346万円となっております。 

主な理由として、給食センターの下処理室のエアコンが壊れておりました

のでそこの修繕費用になります。以上です。 

生涯学習の方お願いします。 

はい、8ページです。生涯学習チームの補正要求額は 27万 5000円、歳出

42万 1000円の増額補正となります。 

内訳ですが、まず歳入です。20款・諸収入、4項・雑入、4目・雑入で文化

センター事業収入ですが、補正額が 27万 5000円になります。 

次に、歳出です。10款教育費、5項社会教育費、4目文化財保護費、手数料

で補正額は 2万円です。主な理由は旗山神社の大楠の樹木医診断の経費に

なります。 

次に、10款教育費、5項社会教育費、6目社会教育施設管理費、需用費の修

繕料です。補正額が 15万円です。主な理由が大原学習センター消防施設の

修繕です。 

続いて、10款教育費、5項社会教育費、7目文化センター費で備品購入費図

書ですが補正額が 5万円、主な理由は図購入費の増額です。 

続いて、文化振興費の負担金補助および交付金自主文化事業入場料負担金

で補正額が 13万 8000円。主な理由は宝くじ文化公演入場料変更に伴うも

のです。 

続いて、体育施設費の需用費修繕料ですが、補正額が 6万 3000円。主な理

由が芝刈り機の修繕になります。以上です。 

はい、今度の補正予算案についての説明が両チームからありましたけど何

か質問等ございますか。はい、お願いします。 

6ページの事務局費の学校指導事務補助員っていうのを常勤にされてるん

ですけど、これはどういう業務内容で募集はどうされたのか教えてくださ

い。 

給食センターの方ですが、病気休暇明けでセンターの仕事がちょっときつ

いということで、配置換えをおこなったところです。こちらの委員会の方

の事務局のへ配置しました。 

うちが 1人足りなかったんですよね。以前、採用した方が退職され、一人
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欠が出てたんですね。そこで今度は給食センターの職員が 1人調理員さん

が体を壊して、ちょっと 1ヶ月ぐらいだったかな、8月まで長期療養してる

んですよ。向こうでの仕事よりこちらの方が働きやすいだろうということ

で配置換えを行いました。 

承知しました。 

次に 8ページの生涯学習チームの事業の一番下の体育施設費の関係で田代

中学校の運動場の乗用芝刈機が修繕で、川原グラウンドの常用型の芝刈り

機が置いてありますよね。あれは町所有ですかね。 

町所有ではないです。 

すいませんが、どこが買って誰が管理してるのかな調べてまた後日回答を

もらいたいです。駐車スペースを作ってそこに入れてある。自分たちで草

を刈ってもらって、管理してもらっているのに教育委員会は何も知らんと

言うのもちょっと違うかなと思って。 

承知しました。調べておきます。 

あと、旗山神社のここにもなお樹木医のっていうのがで上がってるんです

けど、池田のシンボルですよね。何年か前に折れてちょっと亡くなった先

生がいらっしゃいましたよね。 

そういうのもあったりしてこういうのってすごくみんな気を使うんだけど

学校とか、このシンボルの木とか毎年そういう検査とかは行っていないで

すか。 

毎年は予算を組んでおらず、必要に応じて予算を組んでおります。 

承知しました。 

他になかったですか 

他になければ予算要求と補正予算の要求についてはこれで出していきたい

と思いますがよろしいでしょうか？はいありがとうございましたこれでお

願いします。 

続きまして議案第 8号です。 

錦江町立小学校および中学校の通学区域の指定に関する規則の一部を改正

する規則についてです。総務チームお願いします 

9ページをお願いいたします。 

議案第 8号であります。 

錦江町立小学校および中学校の通学区域の指定に関する規則の一部を改正

することについて錦江町教育委員会の行政組織等に関する規則第 10条第 3

号の規定に基づき、委員会の議決を求めるものです。 

理由としましては、下の方に書いてありますが令和 7年 4月 1日に宿利原

小学校と池田小学校が大根占小学校そして大原小学校が田代小学校に再編

統合され、通学区域をそれぞれ変更するため、規則の一部改正を提案する

ものであります。 
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10ページの方が規則の案になりますが、次の 11ページの方の新旧対照表の

方がわかりやすいので説明させていただきます。 

11ページの方になりますが、アンダーラインの部分になります。宿利原小

学校と池田小学校が改正前にありますが、左の方に改正後があり、大根占

小学校の方に通学区域行政区がなっております。 

そして大原小学校が田代小学校へ行政区の方に移っております。 

以上であります。 

はい、まだちょっとこれ事務的な変更でございまして、もうこうしないと

いけないという形になりますので。ご意見ご質問等ございますか。 

はい、これについてはこれで進めさせていただきます改正の方はですね、

ありがとうございました。 

では次に議案第 9号に移ります錦江町立小学校および中学校の指定学校変

更および区域外就学に関する要綱の制定について、これは新しく制定する

ものです。 

では事務局の方からお願いします。 

12ページお願いいたします。 

議案第 9号になります。 

錦江町立小学校および中学校の指定学校変更区域外就学に関する要項の制

定について、錦江町教育委員会の行政組織に関する規則第 10条第 3号の規

定に基づき、委員会の議決を求めるものです。 

理由として指定学校変更および区域外就学に関しまして、一定の審査基準

を設け、その円滑な運営を図るため要望し、提案するものになります。 

13ページの方をお願いいたします。こちらは要望の案になりますが、委員

の皆様には事前に配布しておりますので、こちらの方では簡単に説明させ

ていただきます。13ページの左側の部分になりますが、第 2条第 2項の規

定により指定された学校ということで、区域外就学分というのは、住所地

のある市町村を設置する小学校または中学校以外の学校に就学すると書い

てあります。例えば、鹿屋市に住民票がある方が錦江町の学校に通いたい

っていう場合は区域外就学になります。右上の方にありますが、こちらが

就学許可の基準表になります。 

一番多いのが一番目の学期途中の転居の場合、そして、最高学年における

学期途中の転居の場合です。 

14ページの方をお願いします。左の表の９のいじめまたは登校拒否の場合

とありますが、登校拒否という言葉は使われてはいないということでいじ

めまたは不登校の場合ということで修正をしていただければと思います。 

以上が説明になります。 

聞き慣れない言葉で、指定学校変更というのと区域外就学っていうのが書

いてありますが、指定学校変更っていうのは同じ町内で大根占小の校区な
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んだけど田代小学校に通わざるを得ないが田代小学校に通って同じ町内同

士でそういう学校区が変わることを言っております。区域外就学というの

は町外の教育委員会所管の学校通学ということになりますので、その違い

がありますですから、区域外就学の場合はこっちだけで決めるのではなく

て、相手先の教育委員会との協議が事前に必要になるということで資料も

作ってあるところです。 

まず第１回目ですからまた今後ですね、いろんな社会の構造変革につれて

変わっていく部分があるかもしれませんが、その都度変更はかけておりま

せんけれども、1回目最初の制定ということでこれでよろしいでしょうか？

はいこれでお願いします。 

最後ですね議案として議案第 10号ですね、令和 6年度教育に関する事務お

よび執行の状況についての点検および評価報告書について説明をお願いし

ます。 

はい、17ページになります。 

議案第 10号令和 6年度教育に関する事務の管理および執行の状況について

の点検および評価を実施にあたり、その点検および評価内容について錦江

町教育委員会の行政組織等に関する規則第 10条第 12号の規定に基づき、

委員会の意見審議をお願いするものになります。 

地方教育行政の組織および運営に関する法律第 26条に狭い都市管理および

執行の状況について点検および評価を行いその結果に関する報告書を作成

し、これを議会に提出するものです。皆様からご意見やご要望をいただき

まして、点検評価を外部評価委員に 8月 6日審査いただきました。 

外部評価委員会は元職員であります安田健司さんと城下香代子さんにお願

いしております。 

本日はですね、委員と外部評価委員のご意見を集約したものの点検をお願

いいたします。 

議決いただいた後は議会に提出しまして、9月議会終了後にホームページに

掲載することになっております。 

別冊報告書の方をごらんください。まず 4ページをご覧ください 

教育委員の皆様からの意見および要望を記載しております。 

委員が資質向上等やいくつか見たご意見等ありましたので六つに集約させ

ていただきました。 

そして次に外部評価委員会の点検評価について委員会活動や定例会につい

ての工夫などの意見評価をいただいております。 

次の五つの各施策について評価をいただきました。 

また 6ページの方の一番になりますが、お互いに人格を尊重し豊かな心と

健やかな体を育む教育の推進については 11ページの方に、教育委員と外部

評価委員による参加を記載しております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは映像や人権教育、家庭教育等についての取り組みに対して委員の皆

様からネットワーク SNSゲーム等、閉鎖された空間でのトラブルが多くな

っているので今後は道徳教育が必要であるという意見をいただきました。

また外部評価につきましては、政策目的に沿って進められていることとな

どを評価いただきました。 

次に 2番目の未来を切り開くための能力を伸ばし、社会で自立する力を育

む教育の推進については、18ページの方に教育委員からそして 19ページの

方に外部評価を記載しております。 

外部評価委員会は ICTを活用した教育の推進を進めてほしいという意見を

いただいております。 

次に 3の信頼され、地域とともにある学校づくりの推進についてでは、22

ページ、23ページに外部評価委員の評価を記載しております。 

委員の皆様から熱中症や感染症へのケアや地域の方と情報共有や連携につ

いての意見をいただいております。 

また、外部評価委員からは地域と連携した魅力ある学校作りに期待したい

との意見をいただいております。 

次に 4の地域全体で子供をまもり育てる環境づくりの推進については 26ペ

ージに教育委員、27ページに外部評価委員の意見をいただいております。 

これは成長の育成や体験学習などの取り組みになりますが、教育委員会か

らは地域全体で取り組んでいくとの評価さらに障害学習活動が充実するた

め 

ゲゲゲ引き上げついての意見をただいております。 

会議委員会の委員リーダー研修など異年齢集団活動に評価をいただいたと

いるところです。 

次に、５の生涯を通してさらに活躍できる環境作りとスポーツ文化の振興

については、31ページに、教育委員例えば状態評価を記載しておりますこ

ちらの方では委員の皆様からはクラブチームへの対応やスポーツ一緒に関

する意見をいただいております。 

また外部評価委員からも、年間を通して攻め込まないジャンルの取り組み

を記載するとの意見をいただいております。 

最後になりますが 32ページをご覧ください。 

①番目の基本目標・基本方針については、委員の皆様からは小中連携を強

化し、コミュニケーション能力を高め、錦江町に貢献できる人材育成に期

待したいということと外部評価委員からは、学校と教育委員会が連携した

取り組みを今後実践してほしいとの意見をいただいております。 

②の教育委員会事務局の取り組みについては、委員会は業務連絡やサポー

ト体制がよいという意見をいただいております。外部評価につきましては、

チームを超えた更なる連携を期待したいという意見をいただいておりま
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す。 

➂番教育環境の整備・充実については委員からデジタル教材やタブレット

使用について、情報モラルの教育の推進などについてご意見をいただいて

おります。外部評価委員からも情報教育の充実の他、学力向上に取り組み

についてご意見をいただいております。 

④の学校経営については、委員は小学校統合について、児童や保護者にと

って良い方向へ進むことを期待する事や中学校部活動の地域移行につい

て、ご意見をいただいております。以上になります。 

説明は以上ですが、中身が非常に多いですから、しばらくの間ちょっと中

身をご覧ください。 

特にないですかね。それでは一応全部ですね議事についてはこれで終わり

になりますので、その他が二つあるようですから全ての説明が終わった後

にご質問ご意見を最後に伺いたいと思います。最初に中学校体育大会と小

学校運動会が 9月に控えておりまして訪問計画について事務局から説明を

お願いします。 

18ページをご覧ください。 

9/15ですが、錦江中と田代中がありますが、町長、教育長は両校とも出席

です。また、小梅枝委員につきまして、お子さんが田代中と田代小におり

ますのでそちらで出席いただければと思います。 

9/22は大根占小、大原小、田代小、9/29は神川小、宿利原小、池田小とな

っております。小梅枝委員以外の後の方につきまして、この計画表に則り、

後日、希望の学校の時間帯を私までご報告ください。 

はい、日程をいただいて課長の方に報告していただければというふうに思

います。よろしくお願いします。 

二つ目です。4月に行われた全国学力・学習状況調査についてお願いします。

では、別冊の全国学力・学習状況調査結果をごらんください。 

小学校 6年生中学校 3年生を対象に今回、小学校は国語算数、中学校は国

語数学が実施されました。 

その結果を本日お示ししております。この結果としては中学校の数学以外

は県平均、全国平均を下回っております。 

少し残念な結果となっておりますが、各学校と教育委員会と連携して、不

足する点を洗い出し、改善していければと思います。以上です。 

はいちょっと見ていただいてよろしいでしょうか。 

小学校について、国語と算数ですけど、全国平均はマイナス 3.7、算数に至

ってはマイナス 5.4。これは結構低い数字です。中学校のマイナス 3.1数学

はプラス 6。ただ中学校の数学はプラス 6点もなってますけどこれは田代中

学校がものすごく高かったから、引き上げてくれただけの話で、錦江中は

マイナスです。 
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ですからそういう目で見ないといけないです。 

委員のみなさまから何かございませんか。よろしくお願いします。 

勤務先の 1年生のお母さんとよく話をしますが、1年生のその子が毎日帰っ

てきていきなり学校の話をする。先生があー言った、こんなことした、あ

んなことした、こっちも楽しくなるんですっておっしゃってたんですね。

で 2年生に 4月からなったんですけど、ぴたーと学校の話しはしなくなっ

た。そして話が繋がっていくのかなと思ったんですけど、1年生のときはま

あそれなりなんですけど学力も、2年生になったらその学力が下がってき

て。その先生がもう慌てふためいて、どうしようどうしよう、2年でこんな

に悪かったら大変なことだって、慌てだしてるって。やっぱり教室の雰囲

気しだいで変わるのかなと。そんな感じだから学力もどんだけ先生が好き

なのかな楽しい学校って思ってるのかなっていうのはあるのかなって。そ

れが大きいんだな、そういう関係性はですね本当に心の問題ですよね学力

だけではなくてですね、特に。 

やっぱり友達関係を学級で作っていくにもですね、やっぱりそこの担任と

のその学級の子供たちと担任との関係が非常に大きな役割を果たすので、

そこをやっぱり教員はですね、考えていかなければならないは思います。 

はい、よかったですか。 

ええ、ではもう時間も押してきましたので、最後に総括をお願いしたいと

思うんですが。 

小梅枝委員からよろしいでしょうか？ 

子ども達も町内の色々なイベントやプロジェクトに参加させていただいて

おります。かなり有り難い限りなんですけれども、やっぱり家族と違う別

の家族だったり、学生の方であったりっていう人たちと交流する機会が本

当に子供たちにとっていい刺激になるのかなというふうに思った夏休み期

間でした。ありがとうございました。 

肝付町で火事があって、その中に児童生がいたお家だったんですけど、対

応がすごい良くて、すぐ私の方にも連絡が来て、制服とかいろんな学校で

使うものがみんなどんどん集まってですね、もうすごいなあって思い方で

した。すごいネットワークがあるなと感じました。はい。あと 10日ぐらい

なんですけど、もう教員や誰 1人欠席もなく、二学期もこの調子で頑張っ

てほしいなって思うだけです。はい。っていう事でで、私も頑張らないと

って今日は思いました。 

以上です。 

子供たちが統合された後に学校生活にすんなり入れるようにいろんないじ

めはないでしょうけれども、そういう友達関係のことであったりトラブル

発生しないように、今からこの 4月に向けての準備をお願いします。 

それから一番自分がもういつも感じてるのはさっき公民館のことで言いま
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した生涯学習であったり、社会教育社会活動であったり評価の中で評価委

員の方々がいらしていただいていらっしゃったのやっぱり、いろんなイベ

ントが縮小があったり、取りやめになったりする中で、スポーツもなかな

か町民の方々が取り組む機会が少ないと一同に介するなっているのは事実

だと思いますので、そういうのでやっぱり町が衰退化する一番の原因なの

かなと思うんでやっぱり住んでいる皆さんが元気で楽しく生活していただ

くためにはやっぱり楽しみも必要だろうし、それがスポーツだけじゃない

というのは思うけれどもいろんなやっぱ学習活動が活発にされるように、

また事務局の方々も頑張っていただいていろんな情報提供していただけれ

ばと思います。 

以上です。 

はい、ありがとうございました。 

9月 2日からスタートするんですね。今日は本当ありがとうございました。

以上で終わりたいと思います。 

 

はい、以上をもちまして第 4回の錦江町教育委員会定例会を終了いたしま

す。お疲れ様でした。 

 


